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部員各位 
（一社）姫路薬剤師会 

学校薬剤師部 
 
本日、部員様から質問がございましたので、ご連絡いたします。 

 
質問① 

ウォータークーラー設置の学校はウォータークーラーの遊離残量塩素濃度も測

定するということですが、報告書のどの欄に結果を書いたらよいか？ 
 
→ 遊離残留塩素濃度検査を 4 回するうちの 1 回,ウォータークーラーの遊離残

留塩素濃度を検査してください。 
飲料水検査結果報告書には 4 ヶ所の結果記入欄がありますので、そこにご記入

ください。 
もし、5 回検査をされた場合は飲料水検査結果報告書の（指導内容･事後処置）

の欄にご記入ください。 
 

質問② 

ウォータークーラーは毎朝、5 分間の通水が必要と以前の資料には書いてあった

が、必要か？ 
 
→ 今、設置されている学校のウォータークーラーは毎日 5 分間、ウォーター

クーラー内部の水を自動で排水する自動洗浄機能が付いていますので、自動洗

浄タイマーの設定をしていたら、毎朝 5 分の通水をする必要はございません。  
 

質問③ 

ウォータークーラーの水を水筒に入れて、ちょこちょこ少しずつ 1 日かけて飲

んでよいか？ 
 
→ 毎日水筒の中に入れて持ってくるお茶と同じように飲んでいただいたらい

いと思います。 
ただ、水筒はもともと無菌ではないので時間が経過とともに微生物は増えます。

また、口をつけて飲むため長時間経過すると汚染を受けやすくなります。 
水筒の洗浄は毎日きちんとしてください。 

 
質問④ 

給食検査の培地に学校番号、日付等をマジックで書きますが、フタに書いたらい

いですか？それとも培地側に書いたらいいですか？ 
 
→ 大腸菌の判定時にコロニー判定がしやすいようにフタのほうに書いてくだ

さい。 


